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１．「キャラクター・ビジネスは生き残れるか？」
　　	〜格差社会で様変わりする消費モチベーションに

どう対応していくか〜	 馬場一郎氏

　第 1 部では，「キャラクター・ビジネスと日本人」
というテーマで，日本文化の中でのキャラクター・ビ
ジネスの位置づけをお話しして，最後にキャラクター・
ビジネスが成立する要件として，メディア・サポート，
特に出版物と電波媒体の違い，その波及効果の違いに
ついてお話ししましたが，この第 2 部第 3 分科会では，
もう少し突っ込んだ形でお話をしたいと思います。
1 − 1．	キャラクターからキャラクター・アートへの

シフト

　キャラクター商品というと，どんな商品イメージを
お持ちになるでしょうか？　T シャツを例にとると，
無地ではなく，アクセントとしてキャラクターがつい
ている，そういったイメージではないでしょうか。そ
れはそれで間違いではない。確かに，こうした“ワッ
ペン効果”に依存したキャラクター商品が売れた時代
もありました。しかし，キャラクターの生命線ともい
うべき付加価値のレベルでいうと，これではすぐに飽
きられてしまいます。より高い付加価値のついたキャ
ラクターの見せ方がどうしても必要になってくるので
す。
　“ワッペン効果”だけに頼らないためには，そのキャ
ラクターを生み出した作品，例えば絵本の「世界観」
がどんなものであるかをまず見極める必要がありま
す。「世界観」というのは，作品のテーマとかメッセー
ジではあると同時に，アートワークという作品の個性
です。この作品の個性をどうやって活かしていくか，
それがいわゆる“ワッペン効果”に依存しないキャラ
クター処理の課題になります。
　いま，キャラクター・ビジネスでわれわれが直面し
ているのは，いわば「生（なま）」のキャラクターか
ら一歩進んだ，キャラクター・アートをどう開発して
いくかという問題です。キャラクターからキャラク

ター・アートへのシフトというのは，キャラクターを
いかにして“キャラクター・ブランド”に高めるかと
いうテーマでもあるわけです。キャラクターという付
加価値のレベルを，キャラクター・ブランドという形
にまで高めていくことが，このビジネスを継続し，つ
ねに消費者を惹きつけておくための要件となるので
す。
　ディズニー・キャラクターを例にとって，このキャ
ラクター・ブランドの試みを見てみましょう。ディズ
ニー・キャラクターといえばミッキーマウスがその代
表ですが，このミッキーマウスのついたキャラクター
商品が，東京ディズニーランドのパーク内を例外とし
て，さっぱり売れなくなった時期があります。これは
過剰なほどのキャラクターの露出と商品供給の量的拡
大がその最大の原因なのですが，同時にミッキーマウ
スさえついていれば売れるという，行き過ぎた“ワッ
ペン効果”への依存があったことは否定できません。
この時期，ディズニーの主力ライセンス商品がミッ
キーマウスからあっという間にクマのプーさんに代
わっていった背景には，こうした事情があります。
　このミッキーマウス離れを食い止めたのは，オール
ドミッキーといって，創業者ウォルト・ディズニーが
開発した当時，1928 年の「蒸気船ウィリー」という
レトロなミッキーマウスを活用するようになったこと
です。「蒸気船ウィリー」というミッキーマウスが登
場した短編アニメーションです。それまでのミッキー
マウスというキャラクターを，なんとかキャラクター・
アートにしようとする試みといっていいと思います。
　もう一つは，東京ディズニーランドを運営するオリ
エンタルランドのテーマパーク戦略です。じつは，オ
リエンタルランドがディズニーのキャラクター商品を
販売できるのは，パーク内に限定されています。なぜ
なら，オリエンタルランドはディズニーのライセンス
を受けて運営している，つまりライセンシーだから，
その営業の幅もローカルではなくてパーク内に限定さ
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れているわけです。しかし，これがプラスに作用しま
した。パーク内に限定された商品販売だからこそ，付
加価値が高いともいえるわけです。オリエンタルラン
ドは“ワッペン効果”ではなく，ブランドイメージと
してミッキーマウスをアートワーク処理しました。
　これは，じつにわかりやすい方法で，大きなマルと
小さなマル 2 つを組み合わせたシルエット風のミッ
キーマウスで，このシルエット・ミッキーを東京ディ
ズニーランドのブランド・ロゴとして活用してから，
さらに大きな成功を収めています。
　先ほど申し上げましたように，単にベタッとくっつ
けるキャラクターから，キャラクター・アートへ，そ
してキャラクター・ブランドへという流れが現在，絶
対に必要なのです。これが，先ほど申し上げましたメ
ディア・サポートに並ぶもう一つの必要な要件です。
1 − 2．リテール・バリューを重視する時代へ

　キャラクター・ビジネスにとって，キャラクターか
らキャラクター・アートへのシフトとともに大事なの
が，キャラクター商品がどこで売られるかという問題
です。従来，キャラクター・ビジネス，特にキャラク
ターをライセンスするライセンサーの側にとって，そ
のキャラクターの市場価値は気になっても，どこで売
られるかにはさほど関心を払ってきませんでした。商
品の流通や売場はもっぱらライセンスを受ける側，ラ
イセンシーの問題であって，ライセンサーの問題では
ないと考えていたのです。
　しかし，キャラクター商品というのは生活必需品の
ようにマスマーケット商品にはなり得ないし，付加価
値が生命線の商品である以上，どうしてもクオリティ・
マーチャンダイジングに活路を見出さなければならな
い。そうだとすると，どこで，どのように売られるか
という問題は，アートワークの切り口とともに重要な
ビジネス戦略のファクターになってきます。量販店に
は向かないから専門店でというのは，どのキャラク
ターのライセンシーも考えますが，じつは，専門店で
あればどこでもよいというものではないのです。専門
店でも，リテール・バリューを持っていなければなら
ないのです。そのお店に 1 歩入った瞬間に，ワクワク，
ドキドキするような売場空間の演出，雰囲気がなけれ
ばならないのです。
　東京ディズニーランドでディズニー商品がなぜよく
売れるかというのは，東京ディズニーランドという空
間そのものが非日常的なもの，つまり付加価値の高さ

で成り立っている場所であるからこそ，顧客であるゲ
ストは，購買のモチベーションを高めるわけです。
　この理屈は一般のリテールにもそのまま当てはまり
ます。消費者がある特定の小売店に出向くのは，通常，
その消費者ニーズにかなった品揃えが豊富であった
り，価格に“値ごろ感”があったりという現実的な判
断材料にもとづいていますが，ことキャラクター商品
にかぎっていえば，こうした判断材料よりも，その店
舗で買うことが“楽しい”かどうかが判断の基準にな
るのです。百貨店がリテールの王様であった頃，日本
橋や銀座の「三越」で商品を買うことそのものが購買
の満足につながっていたように，いまやキャラクター
商品の購入も，商品を選択し購入するリテールそのも
ののバリューが動機づけの大事な要素になってきてい
るのです。東京ディズニーランドのパーク内だからこ
そディズニー商品を買うのと同様の購買心理が，一般
のリテールにも要求されるようになったわけで，例え
ば，先ほど挙げたプラザスタイルの例のように，プラ
ザで買ってこそキャラクター商品購入の満足が得られ
るというわけです。リテールそのものがお客さんに
とって「ワクワクするような売り場空間」であること
が，これからの大きなビジネス要件になってくるので
す。
1 − 3．キャラクター・ビジネスは生き残れるか？
　キャラクター・ビジネスは果たして生き残れるの
か？…これが現在，喫緊の問題になっています。とく
に，ここ数年，キャラクター・ビジネスそのものを危
うくしかねない大きな問題が持ち上がっています。そ
れは一言でいうと，格差社会の進行です。第一部でお
話ししたように，キャラクター商品を購入する主たる
消費者は，“中流”という横並び意識を持った人々の
ささやかな個性化の行為だったのですが，年々，こう
した消費者の層が崩れていっているのです。先ほど，
このささやかな個性化をやや貶めて「擬似個性化」と
いいましたが，いまや擬似個性化すら困難な経済環境，
社会環境になってきているのです。
　一昨年 2005 年のデータでみると，正規の雇用者，
つまり正社員の数が過去 4 年間で 108 万人減少し，ま
た年収 200 万円以下の労働人口，いわゆるワーキン
グプアが 215 万人を突破したとあります。「市場原理」
を優先してきた日本の経済社会が，いまその重いツケ
に直面しているのです。“下流指向”という逆説的な
言葉すらリアリティをもつようになってしまった格差



	 Vol. 61　No. 3 ‒ 93 ‒ パテント 2008

「世界に誇る日本の文化＝キャラクター・ビジネス」

社会は経済の格差にとどまらず，地域格差，医療格差，
教育格差と格差の連鎖を生み出しています。
　様変わりしていくこうした社会現象は，キャラク
ター・ビジネスにとっても“逆風”であることはい
うまでもありません。1990 年代には 2 兆円だった市
場規模も，いまでは 1 兆 2 千億円にまで落ち込んでお
り，回復の兆しは容易に見えてきません。“中流意識”
はともかくとしても，かつて社会の中間層を形成して
いた消費者がキャラクター・ビジネスの主たる顧客で
あったわけですが，この中間層がどんどん空洞化し，
少数の上流と大多数の下流に二極分化した，いわゆる

“中抜き社会”になってしまったのです。キャラクター・
ビジネスの顧客ターゲットはいまや，かろうじて中間
層に踏みとどまっている人々に絞られてきて，小さく
なったマーケットでパイを取り合う様相を呈していま
す。
　こうした状況を打開する手立てはあるのかという
と，はなはだ悲観的にならざるをえない。キャラクター
商品の消費の中核をなす若者たちは，格差社会の中で
どんどん孤立していき，ますます引きこもっていく。
彼らの唯一の救いはケータイによる仲間内のやりとり
です。キャラクター商品を購入する満足を「擬似個性
化」というならば，若者たちの過剰なケータイ依存は

「擬似コミュニケーション」の増殖といってもいいと
思います。いまや，擬似コミュニケーションによって
しかアイデンティティを確認できないほど，格差社会
の根が深くなってきているのです。
　こうした状況でキャラクター・ビジネスの再生をは
かろうとするなら，キャラクターのデザイン・クオリ
ティやリテール・バリューの見直しばかりでなく，ター
ゲットとなる消費者の切り替えも必要になってくるで
しょう。若者中心のマーケティングから，比較的中間
層に近い親と子を取り込むようなキャラクターの見せ
方や商品開発の方法を見つけていかなくてはならない
と思います。先ほど触れたプラザスタイルの新しい業
態の店舗「カドルサム」の主要なお客さんは「親子」
であり「ファミリー」ですが，このリテール・マーケ
ティングが今後，キャラクター・ビジネスを再生して
いくために大いに参考になると考えています。

２．	アニメ製作現場から‘ネーミング’と商標登録
　　〜何が売れる？時代の風は突然変わる！〜

山口康男氏

　山口でございます。いろんなところでお話をさせて
いただくときに，中間法人日本動画協会の中間法人と
いうのは何かという説明をすることになっております
ので，短い時間でお話をさせていただきます。
　中間法人法というのが 2002 年に施行されまして，
それに基づいて，最初に中間法人として認められたも
のであります。私どもも当初は社団法人といった公益
法人を目指したんですけれども，その当時，社団法人
への天下り問題とか，談合をするとかの問題がありま
したので，各省庁の所轄の直接のコントロールではな
く，国が定めた一定の要件を満たした団体・グループ
なら中間法人として認められるということで，中間法
人になったものであります。公益法人と利益法人（株
式会社等）の中間に位置する新しい法人です。
　私どもはアニメを産業として育成したいという立場
から，経済産業省経由で申請をいたしまして認定され
て，今日に至っております。
　次に，日本のアニメ産業の現況について，お手元に
お配りしている資料に基づいて説明してまいります。
2 − 1．日本アニメ産業の現況について

　2006 年度，つまり昨年の 1 月から 12 月までの実績
に基づくものですが，プロダクションの数が日本で
どれだけあるかと言いますと，626 社。これは昨年の
9 月に中小企業基盤整備機構という独立行政法人が調
べたものです。それまでの調査は，私どもの協会が
2003 年に東京都の支援によって行いましたが，その
ときに 430 社ということですから，激増しているわけ
です。そのうちの 80％が東京に偏在している。特に
練馬が一番多いんですけれども，練馬区と杉並区にほ
とんどのプロダクションが集積しております。
　どうしてこれだけプロダクションが増えたのかと言
いますと，テレビの深夜アニメが非常に増えておりま
す。今年の 4 月期の番組がどれだけあるかと申します
と，毎週 102 本の新しいシリーズが放映されておりま
す。昨年も 100本で，今年の 1月ぐらいにちょっと減っ
たんですが，それで一気に転げ落ちるのかと思いまし
たら，また増えて 100 本という非常に大量のバブルと
も言えるような作品の量を作っております。
　テレビのほかに，パチスロ，携帯，それからインター
ネットのオンデマンド型の配信というものが増えてい
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ますし，カーナビ，ゲームのオープニング部分，それ
からホームページを作ってくれませんかという需要等
が増えてまいりまして，いろいろな会社が増えており
ます。それから実写とか CG 映画の中に二次元のアニ
メを使うハイブリッド化というか，車でいうと電気と
ガソリンで動くエンジン，それをハイブリッドと言う
そうですが，映像も単なる実写ではなくて，その中に
CG とか CGI の技術，二次元の技術が入る，そういう
映像の需要が高まっているというようなことを反映し
たものであります。
　それと同時に，コンピュータ上の製作ツール，ソフ
トの普及によって製作が簡易化いたしましたので，誰
でも気軽にアニメーションを作ることができる製作環
境ができてきましたので，学生でもアマチュアでも自
分の企画さえあれば直ちにアニメを作ることができ
る。製作の大衆化ということになってきております。
　アニメ産業がなぜ東京にあるのかというと，極端な
テレビ一極依存の構造があるからです。テレビ放送事
業者というのは収益を上げるための巨大な護送船団に
なっておりまして，この壁は非常に厚いです。そのよ
うなテレビ一極の依存から脱却したいというのが我々
業界の課題であります。そのためにどうするかという
のはこれから述べてまいります。
　この間，新しい会員社が加盟しました。皆さんの中
で「やわらか戦車」というインターネットで配信して
いるアニメをご覧になった方はいらっしゃいますか。
いらっしゃらない。「やわらか戦車」というアニメは，
フラッシュアニメで作ったもので，1 人か 2 人で 30

分アニメを簡単に作れるんです。それを何本か集めて
DVD にして売ったそうです。それが 1 本 2,980 円と
いう廉価版なんですが，それが 15,000 本を超えたと
いうんです。DVD で 15,000 本売れるというのは驚異
的な本数なんです。普通，テレビで作った人気のもの
を売るとしても，「エヴァンゲリオン」だとか「ガン
ダム」というのは別格ですけれども，その他大半のも
のはほとんど売れません。3,000本売れたら「おお，やっ
た！」というところですから，15,000 本というのがい
かに大した本数かということがわかってもらえると思
います。
　そういう新しいビジネスのプロダクションができ
た。そのスタジオを見学させて欲しいとお願いしたら，
マンションの 1 室に 2，3 人しかいないから見学でき
ませんと。社外のフラッシュアニメーター数人と契約

して，オンラインでデータのやり取りをしている。こ
ういうのが新しいビジネスモデルとしてあるのかなと
いう感じです。
　2006 年度の市場規模は全体で約 2,568 億円です。全
然大した額ではありませんね。ちなみにトヨタ自動車
の年間売上は，今年の 3 月頃に発表した数字によりま
すと 25 兆円といっております。そうすると，我々業
界全体が寄ってたかっても 2,500 ということは 100 分
の 1 の規模ということです。
　先ほど馬場さんのほうからキャラクターグッズは 1

兆 2 千億とおっしゃいましたが，別のデータでは 1 兆
6 千億というデータもあります。波及効果が 2，3 兆
円と言っておりますが，これは結構いい加減なんです
が。私はもう 1 つ，お金で計算できるカウンタブルな
波及効果という数字が，馬場さんがおっしゃったよう
なデータで出ていると思います。
　波及効果の中で僕が勝手に作った言葉ですけれど
も，化学的波及効果というのもあると思うんです。そ
れは権利使用料が著作権者に入ってこないけれども，
化学的な変化をもたらす，何か予想外の影響力を持つ。
例えば私はアメリカへ毎年行っているんですが，そこ
で日本語を一生懸命勉強したいという人がいて，何で
勉強するのかというと，これは不法コピーで困ってし
まうんですが，日本のアニメを YouTube などで手に
入れて，そこから生きた日本語を勉強している。だか
ら僕らに向かって，「君は……」と話しかけてきたり
するんですが，それは化学的波及効果の 1 つです。そ
れから，アメリカの若者が「日本のアニメのようなも
のをどうしてハリウッドが作れないのか歯がゆい」と
言うのは，トヨタとかホンダとか家電製品といったも
のが長年かかってマーケットで信頼を勝ち得たフィー
ドバックとしてアニメーションが受け入れられている
というようなことかなと思います。
　したがって，テレビアニメのプロダクションは経営
的には極めてきびしい。しかしアニメを利用する事業
者はリッチである。そういう産業構造だということを
頭に入れておいていただきたいと思います。
　昨年度は，テレビの過剰製作，作りすぎているわけ
ですから，それで製作単価が一時的に上昇してきて
おります。元請けは深夜アニメ等を作って，これを
DVD にしようというのがことごとく目論見外れの赤
字で，不良資産を抱えております。しかし一方，下請
けに徹したプロダクションは競争が働いたものですか
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ら，単価が瞬間風速的に上がって，まあまあの決算を
しているというのが，昨年の特徴です。
　先ほどの DVD 上映に出てきました動画を描く工程
は，90％が中国の上海を中心とする，韓国，フィリピ
ン，インドネシアといった国々に下請に出されていま
す。東映アニメの例で言いますと，上り下りの専用線
を引いていまして，絵ができるとそれをスキャンして
マニラのデジタルスタジオに送る。そこで，中割の動
画を描いて，できたら回線で送るというように，国際
化しています。90％が海外依存型です。ところがご承
知のように，中国の人民元も値上がりしていますし，
円はどんどん下がっていきますから，中国が安いとい
うイメージは急速に失われつつありまして，そうしま
すとベトナムが安いよと言ってきていますが，その次
にもう少し遠いインドからも我々のほうがもっと安い
んだと来ております。しかし，インドの人たちのセン
スというのはどちらかと言うと東洋圏よりも英語圏の
ほうに近くて，ちょっとタッチが合わないというよう
な感じです。海外の安い優秀な労働力を使うという製
作システムはいずれ行きづまる，長く続かないと思っ
ております。
2 − 2．アニメの制作と流通システム

　したがってアニメの製作と流通システムは，一次使
用目的だけでは製作原価の回収は難しいということ
で，3 つのパターンがあります。1 つはジブリ型の劇
場アニメを作って，それをテレビ放映して，そしてパッ
ケージ販売をする。ごめんなさい，パッケージ販売が
テレビ放映の前に来るんですね。テレビ放映が一番後
になる。それから 2 つめのパターンはテレビアニメを
劇場用に製作をして，それが終わったらパッケージ販
売をするということになります。3 つめのパターンは
オリジナル・ビデオ（OVA）用の製作です。これは劇
場でプロモーション的に上映しまして，その後にパッ
ケージで売ろうということですが，このパッケージ，
DVD の売れ行きは急速に下降段階に入っております。
昨年は売上を伸ばしているんですが，ユーザーの皆さ
んももうちょっと待っていれば値が下がると，足元を
見ているものですから，どんどん値が下がる。私ども
は製作費で赤字になる産業構造なので，どうしても
マーチャンダイジングをせざるを得ないという産業の
持つ宿命的な構造がありますので，それに基づいて商
品計画をやっています。
　鉄腕アトムというのは皆さんご存知ですけれども，

昔から明治・森永戦争という厳しいシェア争いがあり
まして，その中で明治が「鉄腕アトム」に乗ったとい
うことで，マーブルチョコにシールをつけて売りまし
たところ，これが爆発的に売れまして，悲願の森永に
追いついたというドラスティックな逆転劇がありまし
た。それ以降，我も我もとテレビアニメに参入するス
ポンサーが増えました。
　しかしその後，虫プロも「鉄腕アトム」以降売れる
キャラクターがなかったので，倒産をいたします。東
映アニメもアニメーターを社員で雇っていたんですけ
れども，これを契約や出来高制度にするという労働態
様の変更が行われました。それで，ロボットアニメで
超合金のロボットですよと作って，そのマーチャンダ
イジングで赤字を埋めていたという状況でした。その
後に「ガンダム」が出てきて，「ガンダム」は今日ま
で脈々と続くヒットコンテンツです。
　「キャンディ・キャンディ」というのは講談社の原
作をいただいたものですが，たまたま私が担当プロ
デューサーで，これが大ヒットになりました。マーチャ
ンダイジングも空前の収益となりました。ロボット物
というのは一度ヒットしますと，2 本目，3 本目とい
うのもヒットするんです。柳の下にドジョウが 2，3

匹はいるんですが，少女物は「キャンディ・キャンディ」
が独走すると，似たようなテレビ作品が何本も出まし
たが，女の子たちは非常に選別眼が鋭くて，絶対浮気
しないんですよ。キャンディのぬいぐるみ人形なんて
安いものですけれども，国民の半分が女の子なわけで
すから非常に大きなビジネスになって，それ以来，少
女物のマーケットというものがあるんだと。
　その頃はピンクのドレスをショーウィンドウに飾っ
ておくと退色して駄目だとか，金髪の人形は絶対に売
れないとかという業界のジンクスがありました。しか
し，それをことごとく破ったのがキャンディというこ
とで，これは現場のプロもこんな作品がヒットするは
ずがないと言うのに，子どもたちがこの作品はいいん
だと支えてきて，そういう人たちが「キャンディ･キャ
ンディ」という作品を育てたということになるわけで
す。
　ヒーロー像というのが「キン肉マン」で劇的に変わ
りました。それまでは，何かハンディキャップがある
けれども，優秀で頭がいいし女の子にもてるんだけれ
どもわき目を振らないという優等生型のキャラクター
が多かったんです。「キン肉マン」というのは生まれ
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こそやんごとないんですけれども，女の子を見るとす
ぐにデレデレするとか節操がない，強敵が来るとすぐ
に怖いと言って逃げる，顔も二枚目じゃない。だけど
いざとなると誰よりも強いという，面白いキャラク
ターでした。
　このときに「キン消し」（＝キン肉マン消しゴムの
略称）というものができて，これもメーカーがこんな
ものをやっても売れるはずがないと。ピンポン玉みた
いなプラスチック容器に「キン肉マン」の消しゴムを
数個入れて，ドライブインの自販機にコインを入れる
とガタガタと出てくるものですが，これが劇的に売れ
て，誰が指導したわけでもないのに，机の上で相撲を
取らせて，負けたらカッターナイフで切るとか，コレ
クションでたくさん集めるとか，参加型のゲームに
なってきました。
　その頃，ホンダの「ブルドック」という車がものす
ごく売れたんです。それは見るからにブルドッグみた
いな顔をした，シティのバリエーションとしてホンダ
の若者開発グループが作った車だそうです。馬力が強
くて，小さいけれどもよその車を追い越していくとい
うので有名な車なんですが，それがホンダの重役会で
売れるはずがないという多くの意見を制して，社長が，
これは若者たちに任せた車だから売れと言って，売っ
たらこれが爆発的な人気を博したと当時の週刊誌など
に書かれていました。これは「キン肉マン」の人気と
シンクロするんです。自動車産業を絶えず見て，どう
いう潮流なのか，どういう風がいつ吹くかということ
を，プロデューサーたる者は見ていくべきだとつくづ
く考えさせられたものです。
　もう少し時間をいただいて，最後に申し上げますが，

「魔法使いサリー」を準備していた 1966 年の終わり頃
の話ですが，実はこれは「魔法使いサニー」というタ
イトルだったんです。その頃，ニッサンがトヨタのカ
ローラに対して戦略車を出す，それが「サニー」だと
いうので，これはまずいぞということで急遽「サリー」
にした。そこらへんから商標登録の問題を現場でも意
識するようになってきました。
2 − 3．アニメーションは国際化の時代
　最後に，テレビの放送は 2011 年以降，サイマル放
送が終わってデジタルオンリーになるわけですけれど
も，先ほど少し申し上げたように，製作はもうアジア・
中国との協力なしには成り立たないようになっており
ますので，国境を越えたコラボレーションがこれから

必要になってくる。そのための人材育成が重要です。
特に私が大事だと思っているのは，アジア諸国の漢字
で育った民族の感性は非常に近い。中国，韓国，それ
から日本を中心とした漢字文化で育った民族は時には
仲が悪いけれども，これがコラボレーションを組むこ
とが非常に重要です。それをまとめるプロデューサー
が必要です。東京大学の大学院でプロデューサー育成
講座を最近スタートさせました。その成果を期待して
います。
　それからアニメーター育成は専門学校が取り組んで
いたんですが，少子化の時代を迎えて経営が非常に難
しくなっておりますので，どこか国公立の大学で学費
が安くて，4 年間バッチリ教えてくれるような大学は
ないものかと。東京都の首都圏大学はいかがですかと
いうことでいろいろお願いをしております。その間，
私どもの協会がアニメーターの人材育成をしようとい
うことで，今年の 3 月納品で人材育成の事業をやりま
した。今年も経産省に予算申請をしておりまして，3

年計画でやらせてくださいという折衝をしております
ので，またホームページ等で広報していきたいと思い
ます。
　時間がオーバーして申し訳ありませんでした。以上
で終わらせていただきます。

３．パネルディスカッション
　コーディネーター　弁理士　中川裕幸氏
　パネリスト　馬場一郎氏，山口康男氏（順不同）
3 − 1．はじめに

【中川】弁理士の中川です。私は昭和 37 年，1962 年
生まれですけれども，ものごころ付いたときからアニ
メーションがありました。山口さんが演出をされた「ゲ
ゲゲの鬼太郎」とか「ピュンピュン丸」とかを見て育っ
たわけです。そういうものが今やクールジャパンの国
の産業として世界に誇る冠たるものになってしまった
わけですけれども，ただ，実際にアニメーションビジ
ネスというのがどんなものなのかというのは，一般紙
の一面にこれだけ取り上げられるようになったとして
も，非常にわからないところが多いわけです。著作権
法と併せてみるとどういう解釈になるのかとか。法律
マターと契約マターの両方があると思うのですが，本
日は逐次，馬場さんと山口さんには質問をしてお答え
をいただきたいと思います。
　全体を鳥瞰して 3 つのパートに分けました。1 つは



	 Vol. 61　No. 3 ‒ 97 ‒ パテント 2008

「世界に誇る日本の文化＝キャラクター・ビジネス」

作品制作の権利関係。先ほど DVD で「ふたりはプリ
キュア」の制作現場を見せていただいたんですけれど
も，あれを見ていてわかるように非常に多くの人が関
わっています。非常に多くの人が関わっているという
ことは非常に権利関係も複雑になっています。著作権
法は一応そういうものを交通整理していますから，そ
れが今アニメーション業界で一応法律上権利関係がど
うなっているかは読み取れるんです。それを A の作
品制作の権利関係のところでお話ししたいと思いま
す。
　それから B は作品自体の権利帰属，できたものは
当然作った人のものと考えるのが当たり前ですけれど
も，アニメーションは映画の著作物ですので，そうい
う法律構成になっていません。通常の著作物と同じと
考えると今，なぜ新聞で問題になっているのか，経産
省や文化庁が法律改正にどういう視点で動いていると
いうのがわからないところがあります。
　最後に，C については，お 2 人がおっしゃっていま
したように，キャラクター・ビジネスというのはマー
チャンダイジングを考えないと全然動かないし，もし
くは逆にマーチャンダイジングができる産業なんで
す。アニメーションの歴史上，アニメーション産業全
体を見ていくうえではこれを抜きには語れません。
　添付資料を見ていただきますと，A が作品を制作す
るうえでの権利関係のパートです。B は作品自体の権
利帰属，お金の動きを抜きには語れないという話です。
製作委員会方式，もしくはテレビ局が最初からスポン
サーからお金を集めて，それを製作費として制作会社
に支払う。もしくは新しい形でファンドを作って資金
を調達する。いろいろとありますが，それが B です。
それから最後に C は，できたアニメーション作品の
キャラクターを使って，それをライセンスしてお金を
回収する。これもアニメーション産業が生まれて，昔

からアトムとかマジンガー Z とか，アニメーション
産業が有する独特なビジネスモデルになっています。
　それぞれの立場によって相当この業界の感じ方が違
うと思います。馬場さんは原作側の立場に立って，出
版社として著作権を管理している。山口さんはアニ
メーション制作会社で，この会社がなければアニメー
ションができないという点ではエンジンの部分，重要
なパートです。ここにお立場の違うお 2 人がいらっ
しゃるということで微妙にコメントが違うのではない
かなと思うところで，お話を聞いていきたいと思いま
す。
3 − 2．作品制作の権利関係

【中川】まず A のところ，作品制作ですけれども，原
作者がないと始まらない。それが制作プロダクション，
アニメーション会社さんがオリジナルにしろ何にしろ
とにかくこういうアニメーションを作りましょうとい
う骨格がないと始まらないのがアニメーションです。
一番身近な原作に漫画があると思います。「セーラー
ムーン」，「キャンディ・キャンディ」とか「マジンガー
Z」と何気なく挙げてみたんですが，結局 1,000 も 2,000

もあるアニメーション作品の中からこういうものが挙
がるというのは自分の嗜好が出るようで嫌だなと思い
ながら書いていたんですが（笑）。
　実際私が 15 年ぐらい前に，「セーラームーン」の商
標を講談社さんからご依頼いただいて，登録のお手伝
いをさせていただいたとか，弁理士としても関わった
商標が多いので馴染みがあるなと思いながら書かせて
もらいました。
　それから，今や漫画だけではなくてライトノベルズ
というのも重要な供給源になっていまして，「十二国
記」，「涼宮ハルヒの憂鬱」，「ブレイブストーリー」は，
小説から来ているアニメーションです。
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　もう 1 つ大きな流れとして，制作会社オリジナルが
あります。DVD を見せていただいた「ふたりはプリ
キュア」などは漫画がなくて東映アニメーションのオ
リジナルですし，その前の「明日のナージャ」もそう
です。「マジンガー Z」は永井豪さんの原作がありま
したが，その後のシリーズになった「グレンダイザー」
などは完全に制作会社の主導で作られています。「宇
宙戦艦ヤマト」や「ガッチャマン」，「起動戦士ガンダ
ム」，もしくは「エヴァンゲリオン」や今人気を博し
ている「コードギアス」なども全部制作会社さんのオ
リジナルということです。
　山口さんにまずお伺いしたいんですけれども，アニ
メーションの制作を始めるときにオリジナルか原作を
他から持ってくるというのは，どうやって決まるんで
しょうか。
【山口】局によったりいろいろ違うんですが，当初は
オリジナルが成立する可能性も非常に高かったんです
が，その後は「少年ジャンプ」など，漫画雑誌が猛烈
な勢いでブレイクしてくるようになると，その知名度，
販売部数がどれだけあるのかということで，企画書を
出すと，「ジャンプのあの作品か」，「マガジンのこの
作品か」というので，企画書なんか見なくても人気が
出るだろうということで。テレビ局の編成も視聴率が
悪いと責任を取らなくてはいけないようなこともあっ
て，漫画原作が圧倒的に強いというのが今の現状です。
　オリジナルが成り立つのは，年々難しくなっており
ますが，例外的に提供スポンサーと同時併行的に進め
る企画もあります。私が担当した「メープルタウン物
語」がその一例です。当時，エポック社のシルバニア
ファミリーが売れていました。何とか自分たちもフ
ロッキー人形を作りたいということで，アニメ企画が
持ち上がったのです。大変運よく実現したのですが，
やはり圧倒的に漫画原作が強いということですね。
【中川】ありがとうございました。次は馬場さんにお
伺いしたいんですけれども，馬場さんは原作者側に
立っているけれども，必ずしも原作者側とアニメー
ションを作っているところと意見が一致しない，もし
くはアニメーション化して欲しくないという気難しい
原作者とかいらっしゃると思います。「バーバパパ」
なんかは外国の方で非常に気難しい方だったとお伺い
していますけれども。そういうところの気苦労という
か，プロモーションしたいけれども間に入っての苦労
というものがあるのでしょうか。

【馬場】アニメーション制作に関しては「バーバパパ」
はそれほど問題はないんです。原作者もずっと絵コン
テを描いてくれますし。むしろ山口先生がおっしゃっ
た延長で言いますと，講談社は原作者を管理していま
すので，当然，制作会社と原作者の間に入りますね。
原作者が一番クレームをつけるのは，自分の描いたコ
ミックスとアニメになった場合で絵が全然違うこと。
極めて自分の作品を大事にしたい気持ちはわかります
けれども，自分の原作とアニメ化された絵の違いに関
して，ものすごくナーバスになる原作者が特に女性の
原作者の場合は多いのです。この場合，間に入った講
談社の担当者は苦労します。
【中川】出版社は単に出版を行う会社というだけでは
なくて，版権管理を行う会社という点では，大変なお
仕事だなと思います。
　次に脚本家という話ですが，脚本家は基本的には原
作があって，さらにそれの二次的著作物，もしくは制
作会社オリジナルであれば脚本家がオリジナルの原作
的な立場を得るわけですけれども，非常に重要視され
ている。
　また，音楽は，今アニメの主題歌から普通の音楽
チャートに入らない曲はないというか，入りやすいと
いうか，アニメのオープニングという発表の場が音楽
業界でも大切になっていると思いますが，ここらへん
はどのように決められるのでしょうか。
【山口】テレビアニメが始まった頃には，レコード会
社でもコロムビアレコードしかやってくれなかったん
ですよ。ポップスと演歌の人たちは，漫画の主題歌な
んて見向きもしてくれないような時代だったんです。
コロムビアの学芸部が幼児向けの絵本なんかのイメー
ジ音楽を作っていて，だからコロムビアしかやってく
れなかったんです。他に朝日ソノラマもありましたね。
　その後，演歌が下火になると同時に，ソニーさんと
かいろんなレコード会社が，参入の意向を示し，主題
歌だけでなく，BGM や挿入歌も作ってあげますとい
うところも現れて来ました。今は一流のミュージシャ
ンが何とかしてイメージソングとして使ってもらいた
いというので盛んですし，一時「ガンダム」の主題歌
や挿入歌のアルバムを出すとベスト 10 に 2 本も 3 本
も入るというぐらい，今はアニメの全盛と言います
か。それに目をつけてテレビ局が，音楽の出版権を
自分のところのテレビ局系の出版社に否応なしに持っ
てっちゃうと言うような話で，我々業界としては，そ
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れは独禁法違反じゃないのというんですが，柳に風で
……。
【中川】そういう点では，制作会社は今は逆に優位的
な立場にあるということですね。
【山口】そうですね。
【中川】昔は「鉄人 28 号」とか「ガンダム」にはその
名前が歌詞に入っていますけれども，今は番組のタイ
トルも入らないし，主人公の名前も入らないというの
が多いと感じます。
【山口】タイトルの名前と主役の名前を必ず出すとい
うのが主題歌の決めパターンだったんですけれども，
今やないのが多いですね。
【中川】1 つ忘れたんですけれども，制作会社オリジ
ナルのところで，原作者としてクレジットされる名前
で，東堂いずみさんとか矢立肇さんとか八手三郎さん
とかいった名前がありますが，彼らは実在する人たち
ではないわけですね。アニメーション制作会社が自ら
のペンネームとして使っているので，それは権利処理
上，原作の権利も会社に帰属させるために擬人化して
ペンネームを使っているというシステムもあります。
　さて次が，やはり避けては通れない声優さんとの権
利関係です。上の 3 つは著作権の問題でした。それに
対して声優さんは，実演家の著作隣接権というものを
有します。これは著作権ではありません。
　条文の固い話になって申し訳ないんですけれども。
アニメーションというのは原作に対して二次的著作物
にあたります。「二次的著作物の原著作物（これは原
作，脚本と読み替えてもらっていいんですが）の著作
者は，当該二次的著作物の利用に関し，この款に規
定する権利で当該二次的著作物（アニメーションと読
み替えてください）の著作者が有するものと同一の種
類の権利を専有する。」と書いてあります。原作者も，
中に取り入れているからといってアニメーションに全
部権利を渡してしまっているわけではなくて，同等の
権利を有しているので，原作者さんとの間で権利処理
をしないとアニメーションの利用ができないという状
態になっています。
　先ほど「キャンディ・キャンディ」の話を山口さん
にしていただきましたけれども，「キャンディ・キャ
ンディ」はご存知のように原作の最高裁判所まで権利
帰属が争われた作品で原作者の水木さんといがらしゆ
みこさんが関係修復をしていない現状ではアニメー
ション自体が放映できないという話を聞きました。や

はり原作物はそういう怖さがあるのかなという気がし
ます。もちろん原作があるからこそヒットしたという
点では重要なんでしょうけれども。
　それに対して声優さんの著作隣接権の話をします
と，著作権法 92 条 1 項は「実演家は，その実演を録
音し，又は録画する権利を専有する。」と規定されて
います。これを見るとすごく強い権利だなと思うんで
すけれども，2 項で「前項の規定は，同項に規定する
権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録
音され，又は録画された実演（これはアニメーション
作品に録音された声です）については，これを録音物

（サウンドトラックを例外にしていますけれども）に
録音する場合を除き，適用しない。」と書いてありま
す。これはどういうことかと言いますと，1 回出演料
を貰ったら，もう DVD が発売されるとか，何度も何
度も再放送されるとかというときには，声優さんは著
作隣接権を主張し得ないということです。これをワン
チャンス主義と言います。ただ，これは今や声優さん
のステータスが非常に高くなっているので，主張が強
くなっているというお話を山口さんにお伺いしたんで
すけれども，現場の権利処理はこの法律どおりになっ
ていないんですね。
【山口】声優さんの日本俳優連合の動画・外画部会と
いうのがありまして，アニメや洋画の吹き替えをやっ
ている声優と，洋画の場合は翻訳をする人がいて，そ
の人たちの権利とジョイントしつつ，ギャラアップの
要求運動が盛り上がりました。デモ行進をやりまして，
テレビ局の前で座り込みをやったりしたわけです。そ
の結果，動画連盟（任意団体）加盟の 5 社が，初回放
送から 7 年経ったら再放送使用料を払いましょうとい
う 3 社協定を締結しました。その後，新しいプロダク
ションに対して，「これが業界のルールだから支払え。
払わない場合は出演辞退もあり得る。」として圧力を
かけて，協定に批准もしていないのにどんどん拡大適
用されることになってしまったわけです。この間，日
俳連と音声制作者連盟それからマネージャー協会に対
して，その契約書の最後に，契約更新をしないとどっ
ちかが宣言すれば自動的に終了するということが定め
られているので，来年の 9 月をもって終了ということ
を通告することになったんです。今，新しいガイドラ
イン作成の協議中です。
【中川】制作会社というのは，資金が下りて来るテレ
ビ局さんやスポンサーさんとの関係が大変なだけでな
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書いてありますが。
　それなのに，じゃあ経済的処分権，映画の著作物の
著作財産権はどういう扱いになっているかと言うと，
29 条に規定があって，「映画の著作物の著作権は，（中
略）当該映画製作者に帰属する。」と書いてあります。
当該映画製作者とはどんな人かというのが，著作権法
の定義をまとめているのが 2 条で，映画製作者という
のは「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者を
いう。」と，こういう構造になっています。
　ですから，アニメーション作品の制作プロダクショ
ンさんというのは，必ずしも著作権者ではないんです
ね。経済的な処分権を持っている人ではない。著作者
ではあるから，著作者人格権は持つんですよ。同一性
保持権とか氏名表示権とか公表権，アニメーションは
公表をもとにして作っていますから公表権を行使する
ということはないでしょうけれども。そういう権利は
持っている。だけど経済的処分権はお金を出した人に
行きますという構造になっています。
　それではお二方にお聞きしたいんですが，作っただ
け作って権利を取られてしまうというのは，やっぱり
何とかしないといけないんじゃないかという感覚はお
ありですか。
【山口】発意と責任とは何かという論議がいろんなと
ころで行われています。責任というのは，自分でお金
を調達して，各スタッフにお金を払う，それでスケ
ジュールに責任を持つということで，責任については
一致しているんです。それはプロダクションがやって
いるということなんですが。発意については，テレビ
局の言い分としては，どうやったらいい視聴率が取れ
るかとか，番組編成上，縦横斜めとかいろいろ社会情
勢を見て，この作品がいいと選ぶのがテレビ局である
から，発意というのはテレビ局にも当然あるはずだと。
プロダクションと同じなんだと言っております。
　元々映画の著作権というのはまだテレビというメ
ディアがない頃にできていて，その頃，映画を作ると
いうのは多額の投資を必要とするので，この投資を
ある程度回収するための法的保護が必要というのが立
法趣旨と聞いております。投資の保護をする必要があ
ると，映画というのは特別な著作物であるというこ
とでできたものなので，それをもってすると，先ほど
の「キャンディ・キャンディ」のように原作者がもう
嫌だというと，実際には二次利用ができないわけです
よ。そうなったときに原作者の任意の意思によって，

く，作る現場においては協力してもらう声優さんとの
間でも大変ということですね。アニメーションを作っ
ている現場というのは法律的にも契約的にも大変だな
ということを感じます。
3 − 3．作品自体の権利帰属

【中川】次に，では作品の権利がどこに帰属するのか
という話に移らせていただきます。絵画などは，例え
ば東山魁夷が描いた絵は東山魁夷が著作者になって著
作権者になりますし，ジミー大西が描いた絵もジミー
大西が著作者で著作権者となります。写真でもそうで
すね，土門拳が撮った写真であれば著作者と著作権者
が一致します。通常の著作物は全部創作した人が著作
者であり著作権者であるのが当たり前ですけれども，
映画は例外です。法律的にこうなっていません。

　法律上，制作者と製作者，衣へんがつくのとつかな
いのでは，明確に異なるものとして扱っています。制
作者のほうはいわゆるプロダクション，アニメーショ
ンの制作会社さん。その下に出てくる製作者さんとい
うのは，定義があるんですけれども，映画制作に発意
と責任を有する者。要は企画して金を出した人間が権
利を取得するという構造になっています。
　条文をざっと見てみますと，16 条に誰が著作者な
のかということが書いてあります。「映画の著作物の
著作者は，（この緑で書いてあるのはさっき言ったよ
うに二次的著作物として確固たる地位を得ているの
で，ここらへんは除かれているんですが），小説，脚
本，音楽その他の著作物の著作者を除いて，制作，監
督，演出，撮影，美術等を担当してその映画の著作物
の全体形成に創作的に寄与した者とする。」，この人は
著作者ですよと。ただ，法人著作物は除きますと下に
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特段の理由がないのにもう公表して欲しくないと言わ
れて映画が動かないというのは，投資の保護にもとる
んじゃないかというような考えを持っています。しか
し，今のところ原作者のほうが強いんですよ。公表で
きないという正当な理由がない場合，特段の理由がな
い場合には，断れないというようにしてほしいとお願
いをしているところです。
【中川】原作者側の立場からいうと，出版社側さんが
派生のアニメーションができた場合，やはり権利が欲
しい，もしくは投資をするという方向になるんでしょ
うか。それとも勝手に作ってくださいという感じで割
り切るものなのでしょうか。
【馬場】最近では，本業である出版物の部数の動きが
非常に気になりますので，当然，二次利用としての映
像作品が評判になれば，それが原作出版物にも相当い
い影響を及ぼしますので。
【中川】最近のヒット作である「のだめカンタービレ」
などはいかがでしょう？
【馬場】ええ。積極的に取り組んでいます。出版社は
原作者と著作権管理委託契約を結んで，原作の二次利
用権を預かって運用しています。ですから，それが本
業である出版物に影響を及ぼすということで出資はい
たしております。ただ，数字的に言いますと，だいた
い出版社は 10％前後の出資比率になっています。以
前はだいたい 50％ぐらいをビデオ会社，メーカーさ
んが持っていた時期が長かったんですけれども，山口
さんがおっしゃったように，今はビデオは惨憺たるも
ので，そのへんの出資比率はどんどん様変わりしてお
ります。ただ基本的に出版社は 10％前後の出資比率
で出資しております。
【中川】ありがとうございます。
　東京でいうとテレビ東京はアニメばっかりなんです
けれども，多分，テレビ局によって相当雰囲気が違う
のではないでしょうか。例えば，テレビ東京と NHK

との違いとかを聞きたかったんですけれども，きっと
ここで話したとしても文字にはならないところなので

（笑），端折らせていただきます。
3 − 4．マーチャンダイジング

【中川】次に資金回収の話です。アニメーションとい
うのはテレビ局からの放映権料だけでは賄えないビジ
ネスモデルをゆうしていますよね。今や下流側での資
金回収というのは当たり前で，一番大きいのがマー
チャンダイジング，商品化権です。もちろん，これが

1 つで，あと 2 つあって，DVD の販売，これも今は
なかなか駄目であるというと，WOWOW とかそうい
う有料放送やレンタル店で貸し出すとか，という国内
での二次利用の形態があります。それからもう 1つは，
海外への作品販売。クールジャパンと言われていると
ころでは，なぜここがマーケットになっていないかと
いうのが非常に大きな問題だと思います。順番が前後
しますが，そんなに海外ではお金にならないんでしょ
うか。
【山口】私はときどき世界を回るんですが，そうする
と日本が一番 DVD の値段が高いんですよ。特にアニ
メが高い。ボックス物は，10 数万する例があると。
そうすると普通の若者がなかなか買えない。著作権を
守る当事者の私が言うのも何なんですが，ある種，不
法コピーを誘発しかねないような，中には 20 万ぐら
いするボックス物があるわけです。そんなものを買え
るわけがないですよね。これを何とかして欲しいとい
うことです。
　日本の DVD が海外に出ても高すぎるので，海外の
バイヤーの中にはその権利を全部買い取って，自分た
ち独特の設定をしてやるというケースもあるようで
す。
【中川】やっぱりそういう点では，原作者さん側から
みると，海外市場まで一括して管理するという話は，
ちょっと夢物語だなという感じでしょうか。
【馬場】いや，講談社という出版社の場合，スタンス
が若干微妙に違うんですね。原作を預かっている立場
からしますと，まず海外に原作本の翻訳出版権が売れ
ますね。もう 1つは，映像に関して，制作委員会の中で，
講談社が海外版版権をどの程度取るかなんです。海外
版権をある程度講談社が取得していれば，翻訳出版で
お金が入る，海外版版権でもお金が入る。だから我々
としてはすぐに DVD というふうに直接結びつけない
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で，作品そのものを海外に紹介し，それによってある
程度市場性を獲得して，そこからどの程度リクープ（資
金の回収）できるのかという発想をします。
【中川】なるほど，もっと長期スパンでというか，多
角的な視野でということですね。ありがとうございま
す。
　そこらへんで資金調達が一方的にテレビ局から制作
費用だけで来るということから，今や製作委員会方式，
ファンド方式も取られていると。製作委員会方式は「エ
ヴァンゲリオン」が最初で，キングレコードさんが幹
事会社になってやったという話があります。やはりあ
る程度の作家性とかヒットが狙えるというと製作委員
会方式，さらに行けばファンドで個人とか銀行が投資
してくれるという話になると思うんですね。
　ファンド方式は短期期間でやってしまうんですね，
3 年とかその中で，儲かった儲からないを清算して，
その後，著作権は制作会社に帰る。そういう点でなか
なかすっきりしたビジネスモデルなんですが，主流に
なりきれていません。現在主流なのが製作委員会方式
ですが，製作委員会方式だとずっと製作委員会が持っ
ていて，誰が幹事会社かわからなくなってしまうとい
う欠点があるという話も聞きます。
　話を元に戻して，マーチャンダイジングですけれど
も，これもキャラクター番組の特徴で，例えばどんな
に実写のドラマがヒットしたとか言っても，例えば，
これもマンガ原作の「花より男子」がヒットしたから
と言って，井上真央のフィギュアが売れるわけではな
いし，松本潤のゲームができるわけではない。そうい
う点では，やはりアニメのキャラクター，それからア
ニメでなくてもライブアクションの「仮面ライダー」
や戦隊物，円谷プロダクションの「ウルトラマン」シ
リーズといったところは，必ず商品化において資金の
回収機会があるという点では特別なビジネスモデルだ
と思います。だからアニメ産業においては，マーチャ
ンダイジングは抜きには語れないという形になってい
ます。
　あともう 1 つ，スポンサーの影響というのは絶対に
あると思います。山口さんがお話ししておられたよう
に，やはり商品を売るためのツールとして使うという
ことであえば，おもちゃメーカーさんがこういうアイ
テムを出してよというタイアップはあるわけです。多
分「ふたりはプリキュア」で変身アイテムとかは最初
から予定のもので，こういう玩具を出すから入れてく

ださいねという話になると思うのです。逆に，ここは
キャラクター商品としての宿命かなと思っています。
　最後に商標登録の取得ですけれども，これは非常に
マーチャンダイジング上で重要で，アニメであったり，
アニメーションの名前にすぎないときは漫画の題号で
済むものも，それが商品にくっついた時点で商標にな
りますから，これをどこが管理するかというのは重要
な問題になっています。ただこれは，多種多様な形態
があってルールがあるとはいえません。原作者さんが
取っているケースもあるし，出版社さんが取っている
ケースもある。東映アニメーションさんは昔から商品
化権の意識が高いので，ずいぶん商標登録をお取りに
なっています。必ずしも原作物ばかりでなくて，「キャ
ンディ・キャンディ」みたいにお取りになっているも
のもありますし。それからスポンサーが取るものは，
これはどちらかと言うとゲーム発で，トミーさんとか，

「ポケモン」は任天堂さんが取っていますけれども，
こういうところから逆流して入ってくることもあるよ
うです。
　面白いのは広告代理店が有するものがありまして，

「ガンダム」を創通エージェンシーさんが取っていて，
非常にレアなケースです。テレビ局は，意外と持って
いないんですけれども，NHK は取っていますね。「ツ
バサクロニクル」というのは多分「ツバサ」のタイト
ルで講談社さんが CLUMP の漫画を出版をしている
と思うんですけれども，商標は NHK が持っています。
　商標はアニメ産業において重要ですという話を最後
にさせていただいて，とりあえず講義は終わりにした
いと思います。

3 − 5．質疑応答
【質問者 A】本日は貴重なお話をお聞かせいただきあ
りがとうございます。最後に権利保護で商標登録が大
事だというお話があったんですけれども，キャラク
ター等のデザインが商品に付される場合には，それが
商標としての表示ではなくて，商品デザインだと，意
匠だと認められる場合があるかと思うんですが，意匠
法上の何か積極的な保護を利用されるケースというの
はあるんでしょうか。
【中川】意匠はないですね。私も調べたんですけれども，
昭和 30 年代にウルトラマンの人形で 1 件あったぐら
いで。なぜならキャラクターはそれが何になったとし
ても，人形であろうとぬいぐるみであろうと，もしく
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はそういう形をした筆箱であろうと，全部二次的著作
物ですから，意匠を取る必要はないわけです。より強
い著作権があるので，そんな費用を使う必要はないと
いうことでしょう。今，意匠権は登録から 20 年に延
びていますけれども，映画の著作権はなにしろ 70 年で
すから，費用を使って意匠登録する必要はないですね。
【山口】意匠登録の場合，ちょっとでも形状が変わっ
ているとそれでもうセーフになってしまいますから，
やっても意味がない。
【中川】そういうことですね。意匠は同一性が狭いで
すから。二次的著作物で全部いけると思います。
【質問者A】わかりました。ありがとうございました。
【質問者 B】今日はどうもありがとうございました。
教えていただきたいんですが，先ほどの「鉄腕アトム」
とか「マジンガー Z」の商標権ですが，28 類という
のは 1 つの例になるんですが，他にも多い類として何
か特徴的なものがあるんでしょうか。
【中川】これは山口さんにお願いいたします。
【山口】資料はついていないんですが。一番大きいの
が玩具の 28 類ですね。これが空いていないともう商
標登録できないということになってしまうんですが。
その他に，文房具とか子ども用の履物などの類があり
ますね。それから飲み物とか，7，8 類にわたった商
標登録が空いていれば OK なんですが。
　「メープルタウン」をやったときには 19 類にわたっ

て弁理士の先生に調べてもらって，オールセーフだと
いうことでしたが，今は 3 文字とか 4 文字ぐらいの
可愛い名前はもう全部駄目ですね。トヨタ自動車は C

のつく 4 文字言葉とか，いい名前は全部押さえている
そうですね。それは自動車を出さなければいいんじゃ
ないかと思うんですけれども，自動車のおもちゃとか
モデルみたいなものも全部入ってしまうらしいので，
カローラとかチェイサーとかクラウンとか，C のつく
いい言葉は専門に調べる人がいるらしいです。
　あとは文房具というのは欠かせないところですが，
そういうので誰か先願者がいると放送をスタートした
後にえらいトラブルになってしまうので，弁理士の先
生方に絶対に大丈夫ですねとお願いするんですけれど
も。
【中川】保証はできないですけれどね。ドキドキで出
すんですけれども（笑）。アニメのタイトルでは玩具
の 28 類が一番重要で，次に 25 類の服，それから 16 類，
これに印刷物と文房具が入っているのでここもたいへ
ん重要です。あとはキャラクターによっては食玩とか
食品に行く可能性があるので 30 類を出します。基本
的にそこらへんが通っていれば OK で，あとは 18 類
の鞄類とかプラスアルファして 21 類の食器類とか，
そこらへんに行くこともあります。
【質問者B】ありがとうございました。
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